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市 長 公 室 長  木 村 義 雄 

総 務 部 長  小松塚 隆 雄 
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議会事務局補佐  乾   文 彦 

議 会 事 務 局  齋 藤 邦 彦 
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議  事  日  程 

平成３０年９月１９日（水曜日）午前８時５２分 開 議 

 

１．開  会 

２．市長あいさつ 

３．議長あいさつ 

４．事  件 

 （１） 平成 30年第３回定例会の運営について 

    ・追加提出案件について 

    ・議事日程（案）について 

 （２） その他 

４．諮問に対する答申（案）について 

５．閉  会 

                                           

開 議  午前 ８時５２分 

○小座野定信委員長 

 それでは、皆さんお集まりのようですので、早速始めたいと思います。 

 委員の皆様、大変お忙しい中、早朝よりお集まりいただき、まことにご苦労さまでございます。 

 ただいまの出席委員は６名で、会議の定足数に達しております。 

 よって、会議は成立いたしました。 

 それでは、ただいまから議会運営委員会を開きます。 

 本日、坪井市長がご出席いただいております。一言ご挨拶をお願い申し上げます。 

 市長 坪井 透君。 

○市長（坪井 透君） 

 それでは皆さん、改めましておはようございます。 

 本日は第３回定例会、現在までの本会議前に議会運営委員会を開催いただきましてありがとうござ

います。 

 本日の説明事件でございますが、本日追加で５点を予定しております。人事案件の議案が２件、諮

問案件が１件、報告案件１件につきましてご説明をさせていただきます。 

 この中で、人事案件につきましては、初めに任期満了に伴う教育委員会委員に続きまして田澤高保

氏を任命いたしたくご協議をなさるものであります。 

 田澤氏は、これまで教育委員としての実績に加えまして、長年にわたりまして教職員本職をされ、

その教育経験に裏づけされました豊富な識見に加えまして教員現場にも精通していることから、教育

委員として最適任者と判断し任命をしたいと考えております。 

 次に、任期満了に伴う監査委員につきましては、引き続き古川誠一氏を選任いたしたくご同意をお

願いするものです。 

 古川氏は、これまで監査委員としての実績に加えまして、その幅広い経験に裏づけされました豊富

な識見、行政に精通されておりますことから、監査委員として最適に判断し、再任いたしたいと考え

ております。 

 次に、人権擁護委員の候補者として新たに桶栄子氏を推薦いたしたくご意見を賜るものであります。
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桶氏につきましては、長年にわたりまして市職員として保育現場に携わり、その豊富な行政経験に裏

づけされましたすぐれた人格と識見につきましては、人権擁護委員として適任者と判断をし、推薦し

たいと考えています。 

 なお、詳細につきましては担当部長からご説明を申し上げますので、ご理解賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○小座野定信委員長 

 ありがとうございました。 

 続いて、中根議長もご出席されておられます。一言ご挨拶をお願いいたします。 

 議長 中根 光男君。 

○議長（中根光男君） 

 おはようございます。 

 開会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、大変ご苦労さまでございます。 

 去る９月４日から本日までの 16日間の会期で開催されました平成 30年第３回定例会は、おかげさ

まをもちまして本日、最終日を迎えることができました。 

 本日は、７月 23日に貴委員会に諮問させていただきました平成 30年第３回定例会の運営につきま

して、引き続き、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 また、ただいま市長から追加提出議案等の申し出がありましたので、その取り扱いについて貴委員

会のご意見を賜りたく、お願い申し上げます。 

 次に、先般ご報告させていただきました、（仮称）ジオパーク６市議会議員連盟協議会につきまして

は、正副議長が会員となり、来る 10月 24日につくば市のホテルグランド東雲において、設立報告会

を開催することになりましたので、ご報告いたします。 

 ただいまの件につきましては、議員各位にもご出席賜りたく、本委員会終了後に開催されます全員

協議会でもご報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 最後になりますが、今後も円滑なる議会運営に格段のご協力をお願い申し上げまして、開会の挨拶

といたします。 

○小座野定信委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、書記を指名します。議会事務局、齋藤係長を指名します。 

 本日の日程は、お手元に配布いたしました会議次第のとおりであります。 

 それでは、早速、本日の日程事項に入ります。 

 追加提出案件につきまして議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 おはようございます。 

 それでは、ご説明を申し上げます。 

 本日、追加提案をさせていただく案件でございますが、議案概要書により要旨をさせていただきま

して、よろしくお願いしたいと思います。 

 目次をごらんいただきたいと思います。 
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 今回、追加提案させていただきます案件は、報告１件、そして本定例会初日の議会運営委員会で説

明をさせていただきました人事案件３件でございます。 

 初めに、報告についてご説明を申し上げます。 

 議案概要書１ページをごらんいただきたいと思います。 

 報告第６号 専決処分事項の報告について、損害賠償の額の決定及び和解１件でございます。 

 本案は、公用車の事故に係る保険手続において示談が成立したことから、専決処分をいたしました

ので、報告をさせていただくものでございます。 

 続いて、本定例会初日の議会運営委員会で説明させていただきましたとおり、人事案件の追加をお

願いするものでございます。 

 議案概要書２ページをごらんいただきたいと思います。 

 議案第 60号 かすみがうら市教育委員会教育委員の任命についてご説明を申し上げます。 

 本案は、現在、本市教育委員会委員として活躍をされております田澤高保氏が本年９月 30日をもっ

て任期満了となることから、同氏を再任用することについて議会の同意をお願いするものでございま

す。任期は、本年 10月１日から平成 34年９月 30日までの４年となります。 

 続いて、議案概要書３ページをごらんいただきたいと思います。 

 議案第 61号 かすみがうら市監査委員の選任についてご説明を申し上げます。 

 本案は、現在、本市監査委員として活躍をされております古川誠一氏が本年９月 20日をもって任期

満了となることから、同氏を再選することについて議会の同意をお願いするものでございます。任期

は本年９月 21日から平成 34年９月 20日までの４年となります。 

 続いて、議案概要書４ページをごらんいただきたいと思います。 

 諮問第２号 人権擁護委員の推薦についてご説明を申し上げます。 

 本案は、人権擁護委員、屋城里子氏が任期満了に伴い、その後任として桶栄子氏を委員の候補者と

して法務大臣に推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を得る

ものでございます。委員の任期は、平成 31年１月１日から平成 33年 12月 31日までの３年間となり

ます。なお、それぞれ略歴をリストさせていただきましたので、お目通しをいただきたいと思います。

ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○小座野定信委員長 

 以上で、説明が終わりました。 

 ただいまの件につきまして、何か質問等ございましたら、挙手の上、ご発言をお願いします。 

 副委員長と交代します。 

［委員長交代］ 

○川村成二副委員長 

 委員長を交代します。 

 小座野委員。 

○小座野定信委員 

 １点だけお伺いいたします。 

 古川誠一氏でございますが、個人的に古川誠一氏本人は大変すぐれた監査委員だと私も認識いたし

ております。ただ、一つ、第一親等のご家族の方が職員になるということはどうなのでしょうか。地

方自治法、他方面も鑑みた中での適正か適正でないかという判断が当然なされてきたと思いますけれ
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ども、その辺、もし違法的なものがあればご説明いただきたいと思います。 

○川村成二副委員長 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 法の規定によりましては、市長の身内がなれないということはなっておりまして、あとは逐条解説

の中で、ただいま委員からお話がありましたようなケースについても、もし身内が決定権を持つ、い

わば市で言いますと課長のような立場のときには、そこの監査について除籍といいまして、その監査

をせずに、残りの方で対応すると、こういうことで法的には問題がないということでございます。 

○川村成二副委員長 

 小座野委員。 

○小座野定信委員 

 それをご家族の方はどういう職責というか立場の方ですか。 

○川村成二副委員長 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 現在は検査管財課の係長です。 

○川村成二副委員長 

 小座野委員。 

○小座野定信委員 

 わかりました。 

 じゃ、もう一点お願いします。 

 これは公用車での事故をなされた木村さんという方ですけれども、この方の職責は部長、課長、係

長はあると思いますけれども、どういったご立場にいるのでしょうか。 

○川村成二副委員長 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 木村さんは事故をした方ではありませんので、被害者であります。公用車を運転していましたのは、

名前は出ていません職員でございます。 

○川村成二副委員長 

 小座野委員。 

○小座野定信委員 

 この方にぶつけてしまったわけですね。 

○川村成二副委員長 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 はい、そうです。 

○川村成二副委員長 

 小座野委員。 

○小座野定信委員 

 わかりました。 
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○川村成二副委員長 

 委員長を交代します。 

［委員長交代］ 

○小座野定信委員長 

 ほか、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○小座野定信委員長 

 それでは、ないようですので、ここで執行部の方々はご退席をお願いいたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

休 憩  午前 ９時０２分 

                                 

再 開  午後 ９時０３分 

○小座野定信委員長 

 それでは、会議を再開いたします。 

 ただいま説明がありました追加提出案件、報告第６号の取り扱いにつきましては、本日の日程に掲

げ、日程第１とし、議題とし、市長からの報告を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 ないようですので、そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、市長から追加提出予定の人事案件３件につきましては、議案第 48号ないし議案第 52号の審

議の後、追加日程第１ないし追加日程第３とし、本日の日程に掲げ、市長からの提案理由の説明、議

案質疑の後、先例により委員会付託並びに討論の省略を諮り、採決することでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 異議がないようですので、そのようにさせていただきます。 

 なお、人事案件３件の追加提出案件に対する質疑につきましては、先例のとおり、通告がなくても

認めることでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 異議がないようですので、そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、委員会発議第１号 ニセ電話詐欺撲滅宣言に関する決議（案）を議題といたします。 

 本日は、委員会発議により決議（案）が提出されましたので、本日の日程に掲げ、日程第３とし、

議題とし、提案理由の説明の後、文教厚生委員会委員長からの申し出により、質疑並びに討論を省略

して採決することでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 
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○小座野定信委員長 

 異議がないようです。そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、請願第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書

採択を求める請願の取り扱いについてを議題といたします。 

 文教厚生委員会から審査結果報告書が提出されておりますので、本日の日程に掲げ、日程第４とし、

議題とし、委員長報告、委員長への質疑、討論の後、採決を行うことでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、意見書第２号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書（案）につ

いてを議題といたします。 

 本案は、委員会発議により意見書（案）が提出されましたので、本日の日程に掲げ、日程第５とし

て、議題として、文教厚生委員会委員長からの申し出により、提案理由の説明、質疑並びに討論を省

略し、採決することでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 異議がないようですので、そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、請願第３号 政府・国会に核兵器禁止条約の署名・批准を要請する書 採択を求める請願、

請願第４号 日本原電・東海第二原発の廃炉を要請する書 採択を求める請願、以上２件の取り扱い

についてを議題といたします。 

 議案審査特別委員会から審査結果報告書が提出されておりますので、本日の日程に掲げ、日程第６

として委員長からの報告の後、先例により委員長への質疑を省略し、討論、採決を行うことでよろし

いでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 異議がないようです。そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、議案日程（案）についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の議事日程（案）につきましては、ただいまの審議の内容を踏まえ、お手元に配布いたしまし

た議事日程（案）のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

○小座野定信委員長 

 川村委員。 
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○川村成二委員 

 先ほどの教職員定数改善等の意見書ですが、討論の省略という表現をされていたのですが、この日

程（案）には討論が入っておりますが、討論を行うのでしょうか。 

○小座野定信委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩  午前 ９時０８分 

                                 

再 開  午後 ９時０８分 

○小座野定信委員長 

 再開いたします。 

 議会事務局長 前島嘉美君。 

○議会事務局長（前島嘉美君） 

 大変失礼いたしました。 

 報告書のとおりでございます。訂正させていただきます。 

○小座野定信委員長 

 それでは、皆さんお手元の書類の削除、訂正をお願いいたします。 

 ほかに、質問等ございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 それでは、ないようですので、そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 次に、諮問に対する答申（案）についてを議題といたします。 

 答申（案）のデータをタブレット端末にお送りいたしましたので、お目通しいただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩します。 

休 憩  午前 ９時０８分 

                                 

再 開  午後 ９時０９分 

○小座野定信委員長 

 会議を再開いたします。 

 それでは、答申（案）につきまして、ご意見またはお気づきの点がございましたら、挙手の上、ご

発言をお願いいたします。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 ご意見がないようですので、ここでお諮りいたします。 

 本案のとおり、議長に答申し、本委員会終了後に開催されます全員協議会で報告したいと思います

が、よろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 
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○小座野定信委員長 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

                                           

○小座野定信委員長 

 以上で、本日の日程は、全て終了いたしましたが、そのほか何かございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○小座野定信委員長 

 ないようですので、以上で本日の議会運営委員会を散会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

 

散 会  午前 ９時１１分 
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かすみがうら市議会委員会条例第３０条第１項の規定により署名する。 

 

 

議会運営委員会委員長   小 座 野  定  信 


